
１ 当初予算（要求）額（千円）

２ 当初予算（決定）額（千円）

３ 事業概要
創業や経営革新を図る中小企業者が多様な経営資源を容易に確保できるよう、県が中小企業

支援法の規定に基づき、（財）岐阜県産業経済振興センターを「県中小企業支援センター」に指定
し、同センターが実施する上記目的のために実施する事業に要する経費を助成します。

４ 施策の効果
悩みを抱える中小企業者等への有効な支援策として機能することにより、中小企業者等の順調

な発展・成長の促進が図られます。

５ 要求の内容
県中小企業支援センターが行う下記事業に要する経費を助成します。

○支援体制整備事業
中小企業者等が容易に外部経営資源を活用できる環境を整備するため、県中小企業支援センターが特定支援事業
を実施するために必要な体制を整備します。

○窓口相談等事業
常時２名の相談員（経営や技術の専門家）を配した相談窓口を設置し、中小企業者等が抱える様々な経営課題に関
する相談に応じます。

○専門家派遣事業
中小企業者の様々な経営課題を解決するため、中小企業者等からの要請に応じて、経営、技術、人材､情報化等に
関する民間の専門家を派遣し、診断･助言を実施します。

所 属 農林商工部商工局産業経済室

担当(係)名 産業経済振興グ
ループ

内 線 ３０６７

（款）７商工費 （項）１商工費 （目）(12)中小企業総合指導費

（明細書事業名)○産業振興対策費
県中小企業支援センター事業
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（前年度 ６４，６００）

【財源内訳】 国 庫
31,584

県 債
0

一般財源
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